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「一般乗合旅客自動車運送事業に係る経営許可申請事案の審査基準について」

（平成１８年９月２９日付け中国運輸局公示第６９号）の一部を別添新旧表のと

おり改正したので公示する。 
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○「一般乗合旅客自動車運送事業に係る経営許可申請事案の審査基準について（平成１８年９月２９日付け中国運輸局公示第６９号）」の一部改正に係る新旧表

（傍線の部分は改正部分）

新 旧

制定 平成１８年 ９月２９日 中国運輸局公示第 ６９号 制定 平成１８年 ９月２９日 中国運輸局公示第 ６９号
改正 平成１９年 ８月１０日 中国運輸局公示第 ６１号 改正 平成１９年 ８月１０日 中国運輸局公示第 ６１号
改正 平成２０年 ６月３０日 中国運輸局公示第 ４０号 改正 平成２０年 ６月３０日 中国運輸局公示第 ４０号
改正 平成２１年 ９月３０日 中国運輸局公示第 ７３号 改正 平成２１年 ９月３０日 中国運輸局公示第 ７３号
改正 平成２２年 ８月２４日 中国運輸局公示第 ４１号 改正 平成２２年 ８月２４日 中国運輸局公示第 ４１号
改正 平成２６年 １月２７日 中国運輸局公示第 ８７号 改正 平成２６年 １月２７日 中国運輸局公示第 ８７号
改正 平成２８年１２月２０日 中国運輸局公示第 ５９号 改正 平成２８年１２月２０日 中国運輸局公示第 ５９号
改正 令和 ６年 ３月２６日 中国運輸局公示第１３０号

公 示 公 示

一般乗合旅客自動車運送事業に係る経営許可申請事案の 一般乗合旅客自動車運送事業に係る経営許可申請事案の
審査基準について 審査基準について

一般乗合旅客自動車運送事業の経営許可申請について、道路運送法（以下「法」という。） 一般乗合旅客自動車運送事業の経営許可申請について、道路運送法（以下「法」という。）
第４条第１項に定める基準に関する事項の審査基準を下記のとおり定めたので公示する。 第４条第１項に定める基準に関する事項の審査基準を下記のとおり定めたので公示する。

平成１８年９月２９日 平成１８年９月２９日

中国運輸局長 神谷 俊広 中国運輸局長 神谷 俊広

記 記

１． （略） １．
２．事業の適切性 ２．事業の適切性
（１）～（２） （略） （１）～（２） （略）
（３） 路線不定期運行及び区域運行は、利用者利便の確保のため路線定期運行との整合 （３） 路線不定期運行及び区域運行は、利用者利便の確保のため路線定期運行との整合

性がとられているもの（地域公共交通会議又は道路運送法施行規則（昭和２６年運 性がとられているもの（地域公共交通会議又は道路運送法施行規則（昭和２６年運
輸省令第７５号。以下「規則」という。）第４条第２項に規定する協議会（以下「地 輸省令第７５号。以下「規則」という。）第９条第２項に規定する協議会（以下「地
域公共交通会議等」という。）で地域交通のネットワークを構築する観点から協議が 域公共交通会議等」という。）で地域交通のネットワークを構築する観点から協議が
調っていること。ただし、交通空白地帯、交通空白時間又は過疎地であって路線定 調っていること。ただし、交通空白地帯、交通空白時間又は過疎地であって路線定
期運行によるものが不在である場合等明らかに路線定期運行との整合性をとる必要 期運行によるものが不在である場合等明らかに路線定期運行との整合性をとる必要
がない場合はこの限りではない。）であること。 がない場合はこの限りではない。）であること。

３．～８． （略） ３．～８． （略）

９．法令遵守 ９．法令遵守
（１） 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の （１） 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の

役員が、一般乗合旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有するものであ 役員が、一般乗合旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有するものであ
ること。なお、一般乗用旅客自動車運送事業者が、区域運行の態様に限定して許可 ること。



を受ける場合にあっては、当該運行に必要な法令の知識を有するものとみなす。

（２）～（３） （略） （２）～（３） （略）

１０．～１１． （略） １０．～１１． （略）

１２．許可に付す条件 １２．許可に付す条件
（１） ９．（１）により、区域運行に必要な法令の知識を有するものとみなした場合にお （新設）

いては、当該運行の態様に限定する条件を付すこととする。

（２） 運輸開始までに社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する旨の条件を付すこ 運輸開始までに社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する旨の条件を付すこ
ととする。 ととする。

１３． （略） １３． （略）

附 則（平成１８年９月２９日） 附 則（平成１８年９月２９日）
１．～２． （略） １．～２． （略）

附 則（平成１９年８月１０日） 附 則（平成１９年８月１０日）
１．～２． （略） １．～２． （略）

附 則（平成２０年６月３０日） 附 則（平成２０年６月３０日）
（略） （略）

附 則（平成２１年９月３０日） 附 則（平成２１年９月３０日）
（略） （略）

附 則（平成２２年８月２４日） 附 則（平成２２年８月２４日）
（略） （略）

附 則（平成２６年１月２７日） 附 則（平成２６年１月２７日）
（略） （略）

附 則（平成２８年１２月２０日） 附 則（平成２８年１２月２０日）
（略） （略）

附 則（令和６年３月２６日）
この審査基準は、令和５年１２月２８日以降に申請を受け付けるものから適用する。


